
                                                 様式４－１（２） 
   
         年度 高圧ガス製造施設検査結果報告書 
   
 提出年月日             年      月      日 

 事 業 所 名  

所属名及び報告作成者名  

 特 定 施 設 
  名     称  

 処理ガス量   取扱ガス種  可燃性  可燃性・毒性    毒性    不活性    支撚性 

検 査 日        年    月    日            基 準 日 
    

          月    日 
  
  １ 全般的事項  

条 項 検 査 項 目 内 容 及 び 結 果 前 回 
検査年月 

今 回 
検査年月 判 定 

５－１－１  境界線及び警戒標     

５－１－２  可燃性ガスの製造施設の保安距離     

５－１－３  可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等 
に対する保安距離     

５－１－４  毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安 
距離     

５－１－５  その他のガスの製造施設の保安距離     

５－１－６  経済産業大臣が定める設備の保安距離     

５－１－７  保安のための宿直施設に対する保安距離     

５－１－８  製造設備の隣接境界線までの距離     

５－１－９  保安区画の区分及び面積     

５－１－１０  保安区画内の高圧ガス設備の配置・燃焼 
熱量の数値     

５－１－１１  高圧ガス設備間の距離     

５－１－１４  火気を取り扱う施設までの距離等     

５－１－１５  ガス設備の気密な構造     

５－１－１６  ガス設備に使用されている材料     

５－１－１７  高圧ガス設備の耐圧試験     

５－１－１８  高圧ガス設備の気密試験     

５－１－１９  高圧ガス設備の強度     

５－１－２０  高圧ガス設備の温度計等     

５－１－２１  高圧ガス設備の圧力計     

〃  高圧ガス設備の安全装置     

５－１－２２  高圧ガス設備の安全弁等の放出管     
 
  検査日は総合気密試験実施日とすること 

判定欄については、「適」なら ○、「該当無し」なら －と記載すること 
 



 
条 項 検 査 項 目 内容及び結果 前 回 

検査年月 
今 回 

検査年月 判 定 
 

 

５－１－２３ 高圧ガス設備の基礎      

５－１－２４ 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造    

５－１－２５  特殊反応設備の内部反応監視装置     

５－１－２６  特殊反応設備に講じた危険な状態となるこ 
とを安全かつ有効に防止するための措置     

５－１－２７  特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速 
やかに遮断するための措置     

５－１－２８  特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ 
安全に移送する措置等     

５－１－４０  アルシン等の製造設備の不活性ガス置換が 
できる構造     

５－１－４１  毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合     

５－１－４２  毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管     

５－１－４５  製造設備のバルブ等の操作に係る措置     

５－１－４６  アルシン等の製造設備に講じた安全に、か 
つ、速やかに除害するための措置     

５－１－４７  可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置     

５－１－４８  高圧ガス設備に係る電気設備     

５－１－４９  製造設備のインターロック機構     

５－１－５０  製造施設に講じた停電等により機能が失わ 
れることのない措置     

５－１－５１ 製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造     

５－１－５２  毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識     

５－１－５３  製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、 
警報するための設備     

５－１－５４  可燃性ガスの製造施設の防消火設備     

５－１－５４ 
     の２ 

 特定不活性ガスの製造施設の消火設備     

５－１－５５  ベントスタック     

５－１－５６  フレアースタック     

５－１－５８  圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場 
所等に講じた容器の破裂防止のための措置     

５－１－５８ 
の２ 

三フッ化窒素を容器に充てんする場所等に講
じた容器の破裂防止のための措置 

    

５－１－５９  圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充て 
んする場所等との間の障壁     

５－１－６０  圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所 
等との間の障壁     

５－１－６１  可燃性ガスの製造施設の計器室     

５－１－６２  保安用不活性ガス等     

５－１－６３  通報を速やかに行うための措置     

１１－２  コンビナート製造者の連絡用直通電話     

  判定欄については、「適」なら ○、「該当無し」なら －と記載すること 
 
 
 



２ 容器置場 
  

条 項 検 査 項 目 内容及び結果 前 回 
検査年月 

今 回 
検査年月 判 定  

５－１－６５イ  容器置場の警戒標     

５－１－６５ロ 容器置き場は二階建以下     

５－１－６５ハ  毒性ガスの容器置場の保安距離     

５－１－６５ニ  毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種 
置場距離及び第二種置場距離     

５－１－６５ホ  容器置場の障壁     

５－１－６５ヘ  容器置場の直射日光を遮るための措置     

５－１－６５ト  容器置場のガスが滞留しない構造     

５－１－６５チ  ジシラン、ホスフィン又はモノシランの 
容器置場     

５－１－６５リ  アルシン等の容器置場に講じた安全に、 
かつ、速やかに除害するための措置     

５－１－６５ヌ 二階建容器置場の構造     

５－１－６５ル 可燃性ガス等の容器置場の消火設備     
 
 ３ 貯槽  

条 項 検 査 項 目 内容及び結果 前 回 
検査年月 

今 回 
検査年月 判 定 

５－１－１２  可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対す 
る距離     

５－１－１３  貯槽間の距離     

５－１－１７  高圧ガス設備の耐圧試験     

５－１－１８  高圧ガス設備の気密試験     

５－１－１９  高圧ガス設備の強度     

５－１－２０  高圧ガス設備の温度計等     

５－１－２１  高圧ガス設備の圧力計・安全装置     

５－１－２２  高圧ガス設備の安全弁等の放出管     

５－１－２９  可燃性ガス貯槽の識別措置     

５－１－３１  貯槽及びその支柱の温度の上昇防止措置     

５－１－３２  地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の 
耐熱又は冷却上有効な措置     

５－１－３３  液化ガス貯槽の液面計等     

５－１－３４  可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置     

５－１－３５  貯槽の周囲の流出を防止するための措置     

５－１－３６  防液堤内及び周辺の設備設置制限     

５－１－３７  経済産業大臣が指定する特定液化石油ガ 
ス貯槽の地盤面下埋設     

５－１－３８  地盤面下に埋設された貯槽     

５－１－３９  一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食 
防止措置     

５－１－４３  貯槽の配管に設けたバルブ     

５－１－４４  貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速や 
かに遮断するための措置     

５－１－６４  貯槽の沈下状況の測定     
判定欄については、「適」なら ○、「該当無し」なら －と記載すること 
 



４ 導管（コンビナート製造事業所間の導管以外の導管、コンビナート製造事業所間の導管） 
 
 

条 項 検 査 項 目 内容及び結果 前 回 
検査年月 

今 回 
検査年月 判 定 

 
  ９－１ 
（１０－１）  導管の設置場所     

 ９－２、３ 
地盤面上・下の導管の設置及び標識     

 ９－４ 
（１０－１）  水中の導管の設置     

 ９－５ 
（１０－１）  導管の耐圧試験・気密試験     

９－６ 
（１０－１）  導管の強度     

 ９－７ 
導管の腐食防止措置及び応力吸収措置     

 ９－８ 
（１０－１）  導管の温度の上昇を防止するための措置     

９－９ 
（１０－１）  導管内の圧力の上昇を防止するための措置     

９－１０ 
（１０－１） 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機 

との間の水分除去の措置 
    

９－１１ 事務所を連絡する導管の通報措置     

  １０－２  導管の標識     

  １０－３  導管の腐食を防止するための措置     

  １０－４  導管等の材料     

  １０－５  導管等の構造     

  １０－６  導管の伸縮吸収措置     

  １０－７ 
  １０－８  導管等の接合及び接合部の点検を可能とす 

るための措置     

  １０－９  導管等の溶接による接合     

  １０－１０  導管の地盤面下埋設     

  １０－１１  導管の道路下埋設     

  １０－１２  導管の線路敷下埋設     

  １０－１３  導管の河川保全区域内埋設     

  １０－１４  導管の地盤面上設置     

  １０－１５ 
  １０－１６  導管の道路横断設置     

  １０－１７  導管の線路敷下横断埋設     

  １０－１８  導管の河川等横断設置     

  １０－１９ 
    ～２１  導管の河川等下横断埋設     

  １０－２２  導管の海底設置     

  １０－２３  導管の海面上設置     

  １０－２４  導管の漏えいガス拡散防止措置     

  １０－２５  導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備     

  １０－２６  導管系の運転状態を監視する装置     

   １０－２７  導管系の異常な事態が発生した場合にその 
旨を警報する装置     

判定欄については、「適」なら ○、「該当無し」なら －と記載すること 

 



 
条 項 検 査 項 目 内容及び結果 前 回 

検査年月 
今 回 

検査年月 判 定 

  １０－２８  導管系の安全制御装置     

  １０－２９  導管系のガス漏えい検知警報設備等     

  １０－３０  導管に設ける緊急遮断装置等     

  １０－３１  導管の内容物除去装置     

  １０－３２  導管の経路に設ける感震装置等     

  １０－３３  導管系の保安用接地等     

１０－３４ 

    ～３６ 
 導管系の絶縁     

  １０－３７  導管系に講じた落雷による導管への影響を 
回避するための措置     

  １０－３８  導管系に講じた停電等のときに機能が失わ 
れることのない措置     

  １０－３９  導管の経路に設ける巡回監視車等     
 

判定欄については、「適」なら ○、「該当無し」なら －と記載すること 


